
公立大学法人埼玉県立大学の中期目標の変更（案）について 

 

変 更 案 現   行 

 

 

 

 

 

公立大学法人埼玉県立大学中期目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            平成２２年４月 

（平成２６年３月一部変更） 

埼  玉  県 

 

 

 

 

 

 

公立大学法人埼玉県立大学中期目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年４月 

埼  玉  県 

 

議案 



第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標  

１ 教育に関する目標 

 ⑴ 教育の成果に関する目標 

  イ 大学院課程における教育 

    保健・医療・福祉の各分野における専門性を深める教育研究  

   を推進するとともに、保健・医療・福祉の連携と統合という大  

   学の教育理念を包括的に理解し、更に深める。ことによって、 

    博士前期課程においては、保健・医療・福祉の学際的な知識 

   と技術を総合的に駆使できる能力を身に付けた高度な専門職業  

   人を育成する。 

    博士後期課程においては、保健・医療・福祉の理論と技術開 

発から人材育成まで統合的な視野で超高齢化社会に貢献できる  

高度な専門職業人、研究者及び教育者を育成する。 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標 

  保健・医療・福祉の分野における教育研究の高度化・学際化・国 

 際化と時代や社会の要請の変化に的確に対応するため、中長期的な  

 視点に立って学部、研究科等の教育研究組織の検討や見直しを行う。 

  なお、大学院については中期目標期間中に博士課程を設置する。 

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標  

１ 教育に関する目標 

 ⑴ 教育の成果に関する目標 

  イ 修士課程における教育 

    保健・医療・福祉の各分野における専門性を深める教育研究  

   を推進するとともに、保健・医療・福祉の連携と統合という大  

   学の教育理念を包括的に理解し、更に深めることによって、保  

   健・医療・福祉の学際的な知識と技術を総合的に駆使できる能  

   力を身に付けた高度な専門職業人を育成する。 

 

 

 

 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標  

２ 教育研究組織の見直しに関する目標 

  保健・医療・福祉の分野における教育研究の高度化・学際化・国  

 際化と時代や社会の要請の変化に的確に対応するため、中長期的な  

 視点に立って学部、研究科等の教育研究組織の検討や見直しを行う。 

 

 

 


